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大和市病児保育事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 
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大和市長 古谷田  力 

 

大和市病児保育事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市病児保育事業費補助金交付要綱（平成３１年大和市告示第５４号）の一部を次のように改

正する。 

第５条の見出し中「等」を削り、同条第１項を削り、同条第２項中「別表第１に」の次に「掲げ

る区分に応じ、それぞれ同表補助基準額の欄に」を加え、「補助対象経費の」を「同表補助対象経

費の欄に定める経費（以下「補助対象経費」という。）の」に改め、同項を同条とする。 

附則第２項及び第３項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

別表第１を次のように改める。 



別表第１（第５条関係） 

区分 補助対象経費 補助基準額 

病 児

対 応

型 

業務のＩＣＴ

化を行うため

のシステムの

導入 

令和５年度（令和４年度からの

繰越分）保育対策総合支援事業

費補助金（保育所等改修費等支

援事業等（令和４年度第２次補

正予算分）分）の国庫補助につ

いて（令和５年７月１４日付け

こ成事第３５６号こども家庭庁

長官通知）別紙令和５年度（令

和４年度からの繰越分）保育対

策総合支援事業費補助金（保育

所等改修費等支援事業等（令和

４年度第２次補正予算分）分）

交付要綱（以下この表において

「国保育対策要綱」という。）

別表直接補助事業、保育所等業

務効率化推進事業（保育所等に

おけるＩＣＴ化推進等事業）の

項４対象経費の欄に規定する経費 

国保育対策要綱別表直接補助事

業、保育所等業務効率化推進事

業（保育所等におけるＩＣＴ化

推進等事業）の項３基準額の欄

第４項に定める額 

基本分 神奈川県子ども・子育て支援交

付金交付要綱（平成２８年１１

月７日次育第５４２号神奈川県

知事通知「平成２８年度神奈川

県子ども・子育て支援交付金交

付要綱等の制定について」別

添。以下この表において「県交

付要綱」という。）別表病児保

育事業（別添１２）の項４対象

県交付要綱別表病児保育事業

（別添１２）の項３基準額の欄

第１項第１号（１か所当たり年

額に限る。）に定める額 

加 算

分 

年 間 延

べ 利 用

児 童 数

に 応 じ

た加算 

県交付要綱別表病児保育事業

（別添１２）の項３基準額の欄

第１項第２号アの表に定める基

準額 



研 修 参

加 費 用

に 係 る

加算 

経費の欄に規定する経費 県交付要綱別表病児保育事業

（別添１２）の項３基準額の欄

第１項第２号エに定める額 

当 日 キ

ャ ン セ

ル 対 応

加算 

県交付要綱別表病児保育事業

（別添１２）の項３基準額の欄

第１項第２号オに定める額 

低 所 得

者 減 免

分加算 

大和市小学校就学前子どもの教

育及び保育に関する条例（平成

２６年大和市条例第２１号）第

３条第２項第３号に規定する額

に生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第６条第１項に規

定する被保護者である児童の年

間延べ利用者の数を乗じて得た

額 

体 調

不 良

児 対

応型 

基本分又は改

善分 

県交付要綱別表病児保育事業

（別添１２）の項３基準額の欄

第３項第１号に定める額。ただ

し、平成２７年度以降に開設し

看護師等を１名配置して実施す

る施設の場合は、同項第３号に

定める額（事業期間が６月未満

の施設にあっては、当該額の２

分の１の額） 

加 算

分 

研 修 参

加 費 用

県交付要綱別表病児保育事業

（別添１２）の項３基準額の欄



に 係 る

加算 

第３項第２号ウに定める額 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


